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特集 デジタル化と地方革新

要　約

1 産業界は今、「イノベーション淘汰」ともいえる大きな変化の渦中にある。デジタル関
連技術の急速な発展に伴い、企業経営のあり方そのものがグローバルで再定義され、
大企業を中心に「従来型の経営」と「イノベーション経営」の両輪の経営を舵取りする
ことが求められている。

2 そんな中、企業がデジタル時代のイノベーションを実現するためのフィールドとして、
地方都市が注目されている。その理由には、デジタルを活用した価値創造活動の実践に
重要となる条件がそろっていることが指摘できる。ただし、やみくもに特定の地方都市
と組むのではなく、イノベーション活動を起こすための機能要件がそろった「地方型イ
ノベーション拠点都市」を見極めることが重要である。

3 著者らはこれまで、各国の研究機関などが実施した関連調査・研究のレビューの結果に
加え、国内でのイノベーション活動支援の経験知を踏まえた上で、日本の都市・地域の
イノベーション機能要件を、人的資本・経済資本・インフラ資本・促進環境資本・ネッ
トワーク資本・文化資本の 6つの資本で整理できるとしてきた。

4 最後に、企業が地方型イノベーション拠点都市において事業展開を開始する際に求めら
れる行動ステップとして、①意思表明（覚悟）と体制構築（巻き込み）、②都市をイノ
ベーション経営するという視点を持つ、③拠点都市が目指す社会像と自社の価値創造戦
略との接点領域を探る、④ゴール・KPI・事業テーマの一貫性の整理と可視化、が挙げ
られる。スムーズな事業推進のためには専門性と経験のあるコーディネーターを確保す
ることが重要である。

Ⅰ　デジタルが引き起こしたイノベーション維新からイノベーション淘汰の時代へ
Ⅱ　注目が集まる「地方型イノベーション拠点都市」
Ⅲ　イノベーション拠点都市の機能要件
Ⅳ　地方型イノベーション拠点都市におけるデジタル活用による価値創造事業の進め方
Ⅴ　今、企業に求められるコミットメントと行動力
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の性質が全く異なるということである。端的
にいえば、従来型経営における新規事業開発
では「打率 5 ～ 6 割が見込めるホームラン案
件を慎重に選別して着実に開発ステップを進
める仕組み」を整備するものだとすると、イ
ノベーション経営は「打率0.5割の案件を常
に20打数用意できる仕組み」（事業創造の

「期待値」を 1 にする仕組み）を整えるもの
であるため、両者には全く異なる経営思想と
手法が求められる。

このように、経営者には極めて難易度の高
い経営が求められる状況になっている。しか
し、これに対応できなければ価値創造競争の
世界で生き残ることはできず、自社が「イノ
ベーション淘汰」されてしまうという危機感
を持って取り組むことを求められているので
ある。

持続可能なイノベーション経営の実践は、
もちろん日本企業に限ったチャレンジではな
く、名だたるグローバルカンパニーの多くが
危機感を持って取り組んでいるところであ
る。その世界的な関心の高さを背景に、ISO

（国際標準化機構）でも早くからイノベーシ
ョン経営を成立させる仕組みの標準化の検討
が進められており、2019年10月にはInnova-
tion Management System（ISO/TC279）と
してイノベーション経営の仕組み化に関する
ガイダンスが公表されたところである。また
国内でも、経済産業省がイノベーション経営
の普及に向けたリポート注3や、イノベーショ
ン経営を実践する経営者に向けた行動指針注4

を策定した。
このように、国内外でイノベーション経営

の普及に向けた取り組みや先進的な企業によ
る先行事例の蓄積が進んでいるが、いまだ形

Ⅰ	デジタルが引き起こした
	 イノベーション維新から
	 イノベーション淘汰の時代へ

産業界は今、「イノベーション注1淘汰」と
もいえる大きな変化の渦中にある。

Digitalization（デジタル化）が、従来の企
業活動を大きく変える破壊的なインパクトを
もたらしたことが周知の事実となって久し
い。実感としても、従来存在しなかったビジ
ネスモデルが次々と生まれ、それを実践する
ための企業再編や、産業の垣根を越えた協業
の動きが毎日のように見られるようになって
きた。

拙著の過去リポート（駒村、2018）注2でも、
デジタルによる産業変化が起こった歴史的経
緯を「真の顧客中心主義の実現」という観点
を軸に整理した上で、これからの新たな産業
像の特徴を「三つの境界線の曖昧化」と捉え
て、産業の境界、需要者と供給者の境界、そ
して国と国の境界が曖昧になっていくと解説
したが、現在の変化は、さながら「イノベー
ション維新」ともいえる大きな時代変化の様
相を呈している。

このような背景を踏まえ、企業経営の考え
方も大きく変わることとなった。ビジネスの
競争軸が、「顧客起点の価値をいかに創造
し、スピーディに提供できるか」という価値
創造競争に移行していったことで、従来型の
プロダクトアウトを前提とした業務プロセス
や管理手法が適用できなくなったためであ
る。

ここで厄介なのは、「従来型事業の経営」
と「イノベーションを継続的に起こすための
経営（以下、イノベーション経営）」は、そ
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マによる価値創造の実践フィールドの確保を
進めている（例：NTTグループ×北海道岩
見沢市、ソフトバンクグループ×静岡県藤枝
市、KDDI×徳島県徳島市）。自動車メーカ
ーや電鉄会社などの大手交通系企業も同様
に、新しいモビリティサービスの実験の場と
して、地方各所での自治体連携や共同の実証
実験を進めている。

これらの現状は単なる偶然ではなく、デジ
タルを活用した価値創造活動の実践フィール
ドとして、大都市部よりも地方都市に注目す
べき理由があると考えられる。筆者らは、そ
の要因として「危機感と信頼の基盤」および

「課題の個別的具体性とフィールド確保の容
易性」の 2 つが挙げられると考える。以下
に、その概要を説明する。

1 危機感と信頼の基盤─
 デジタル化に不可欠なデータ活用
 における社会資本の優位性

データ活用の前提として、データの利活用
がしやすい社会を作ることが求められる。野
村総合研究所（NRI）が過去実施した、デジ
タル化先進国である北欧諸国での現地調査の
結果などを踏まえると、このデジタル化が普
及する基礎となる社会的な要素として、「危
機感」と「信頼」の 2 つが挙げられると整理
される。

危機感と信頼のバランスやそれが築かれる
要因は国家・都市によってさまざまである。
たとえばエストニアは、国土が他国に支配さ
れてきた歴史的背景により国家の自立性を失
うことに対して危機感が根強かったため、政
府・市民全体が双方で結束（相互信用）する
ことで、通常は利害関係が輻輳して進めるこ

式化された成功モデルは見いだせておらず、
試行錯誤が続けられている状況である。

Ⅱ	注目が集まる
	 「地方型イノベーション拠点都市」

以上から理解される通り、企業にとって重
要なイノベーションを実現するには、他者と
の共創によって新しい価値を生み出す創発が
必要と認識され始めているところであるが、
この取り組みは通常、個社単独で取り組むこ
とは困難で、他者と積極的にかかわりながら
活動を行うことが不可欠となる。加えて、デ
ジタルの活用を通じた価値創造の実践には、
試行錯誤が可能なフィールドの存在が不可欠
となる。

いま、大企業がデジタル時代のイノベーシ
ョンを実現するためのフィールドとして、東
京や大阪のような大都市部ではなく、人口10
万人規模の地方都市が注目され始めている。
たとえば、国内の通信関連企業はこぞって地
方都市と連携協定を締結して、5GやIoT、ス
マートシティといったデジタル技術関連テー

図1　将来人口の推移（2015年＝100）
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出所）国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」などより作成
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村と回答した割合がその約1.5倍の14.9％とな
り、そのほかの民間企業の選択肢を含めても
最も高い結果となった。これは、市民にとっ
てより身近な圏域の自治体がかかわる情報活
用の取り組みの方が、信頼を獲得する上で優
位であるという可能性を示しているといえ
る。

2 地方都市におけるもう一つの利点
 ─課題の個別的具体性と
 フィールド確保の容易性の観点

次に、地方都市における利点として「課題
の個別的具体性とフィールド確保の容易性」
が挙げられる。

大都市部と比較して人口10万人規模の地方
都市においては、気候や地形などの地理的特
性や、産業構造や経済環境・インフラ整備状
況などの経済的環境の特徴が明確であるた
め、その地域の具体的な課題テーマも定義し
やすい。たとえば、先に挙げたNTTグルー
プと岩見沢市の事例では、同市の主要産業で
ある農業の課題に着目して「スマート農業お
よびスマートアグリシティの実現」というテ

とが困難な大きな変革を推進でき、自ら管理
可能な国家の仕組みとしてのデジタル化が急
速に進んだ。
「危機感」という観点で日本の状況を見てみ
ると、社会的要因からくる危機感は、国や大
都市よりも地方都市の方が強いと考えられ
る。多くの社会課題の根本原因である将来人
口減少の度合いを見ると、日本全体や三大都
市圏と比較して、地方都市圏における減少度
合いは突出して大きくなることが分かる（図
1 ）。この人口減少に起因する各種の経済的・
社会的・文化的な負のインパクトの実感の強
さ、そしてそれに伴う危機感の強さは、地方
都市において突出していると考えられる。

他方、デジタル化を進める上で必要な「信
頼」についても、地方都市における優位性が
見いだせる。著者らが実施した全国の生活者
約7600人を対象としたアンケート調査（図
2 ）によると、「自らの情報を提供する場
合、その情報が有効に活用されていることを
実感できると思う提供相手」を尋ねた質問に
対して、国・政府や都道府県と回答した割合
が10％前後にとどまったのに対して、市区町

図2　Q. 自らの情報を提供する場合、その情報が有効に活用されていることを実感できると思う提供相手
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出所）野村総合研究所「生活者に関するアンケート」（2019年8月）より作成
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ションエコシステムに関する既往研究を調査
し、それらで語られている機能要件を横並び
で整理・分析することによって、わが国にお
けるイノベーションエコシステムの機能要件
について整理することを試みた。ここではそ
の中でも主要な論点について紹介する。

MPI（2014）注5によるベンチャーキャピタ
ルに関する調査結果によると、アメリカにお
ける技術イノベーションの拠点は徐々に一定
の条件がそろっている都市部に移行している
と報告されている。これは世界的な潮流を見
ても正しく、今やニューヨーク、ボストン、
ロンドン、ベルリン、マドリードなど、各国
の主要都市にイノベーション拠点が形成され
ている。

では、なぜイノベーションエコシステムが
都市部に集積するようになったのだろうか。
Atheyら（2007）注6によれば、イノベーショ
ン活動においては人材と企業の「近接性」

「密度」「多様性」の 3 点を重視する傾向があ
ることが、この集積の理由にあると分析して
いる。また、Florida（2013）注7は、起業家は
活発に各種の活動が巻き起こる場所に住みた
がるものであり、若者が集い、社会活動が起
こり、同志やほかの起業家たちが存在すると
ころに居たがるものである、と指摘してい
る。他方でSatell（2013）注8らは別の視点か
ら、起業家たちが求めているものが、外部支
援（メンターとのネットワークやロールモデ
ルの存在）、ナイトライフ、出会いの場、社
会活動、そのほか潜在的な出会いの場である
ため、それが満たされる都市部に集まってい
ると結論づけている。

世界銀行が公表した都市のイノベーション
エコシステムに関するディスカッションペー

ーマ設定をしている。
また、「フィールド確保の容易性」である

が、Mobility as a Service（MaaS） の よ う
な新しい交通の形や、スマートシティのよう
な都市・地域の社会的機能の全体を対象とし
た事業を実施しようとした場合、その実証を
行うための物理的に区切られたエリアにおい
て、関係者を限定して実証事業が行えること
が条件となる。この点、既存の施設・サービ
スなどが複雑に集積している上に人口の密度
も高く移動量も多い大都市部と比較して、適
度な規模の地方都市の方が実証に必要な要素
を特定しながらコストも抑えた形で実証がで
きる。このことからも、地方都市は価値創造
の事業を生み出すために適切なフィールドが
確保しやすいといえる。

このように、企業がデジタル活用によるイ
ノベーション事業を展開する場合の地方都市
の利点が指摘できるが、具体的なフィールド
を決定する際は、ただやみくもに自社がアプ
ローチしやすい地方都市と組んではならな
い。自社の目指す価値創造の方針との整合性
を意識しながらも、イノベーションを起こす
ための都市機能がそろっている「地方型イノ
ベーション拠点都市」を見極めることが重要
である。次章では、この機能要件について述
べる。

Ⅲ	イノベーション拠点都市の
	 機能要件

1 既往研究のレビュー調査からの示唆
それでは、都市において一体どのような機

能が整えば、イノベーション活動が促進され
るのであろうか。筆者らは、各国のイノベー
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ヤーを輩出する母体となるであろう、高度か
つ多様でクリエイティブな才能の人材基盤を
指す。対象地域の住民や勤務者・学生らが具
体例として挙げられる。デジタル活用の事業
活動を前提にする場合、特にデジタル技術に
強いエンジニアや学生の存在が重要となろう。

（2）	 経済資本

事業アイデアを誘発しやすくしたり、生ま
れたアイデアを事業化しやすくしたりするこ
とで、前述の人的資本に対して影響を与える
主体を指す。市場（顧客）、地域に根差した
大企業・中堅企業、金融機関、知的財産など
の専門家らに加えて、研究機関などが有する
特殊な研究設備や検査装置なども該当する。
大都市と比較して地方都市ではなかなか充実
し難い資本であるが、量的な規模にこだわら
ず、地域に即した特定テーマ（例：農業×デ
ジタル）に関する強力な支援主体を発掘する
など、質的な面での充足を目指すことも一手
であろう。

パー（世界銀行、2015）注9では、同じように
大規模で高密度な都市の間で、イノベーショ
ンエコシステムの成長速度に違いがあるのは
なぜか、という問いを設定しており、実地調
査などの結果を踏まえて、そこにはコネクシ
ョン（Connections）とコミュニティ（Com-
munities）が重要な役割を果たしていると整
理している。さらにその上で、都市における
イノベーションエコシステムを評価する際の
5 つの観点として、人（People）・経済的資本

（Economic Assets）・インフラストラクチャ
ー（Infrastructure）・ 活 性 環 境（Enabling 
environment）・ネットワーキング資本（Net-
working Assets）が挙げられるとしている。

また国内の研究事例では、たとえば経済産
業省の調査事業（NRI実施、2011年）注10にお
いて、わが国の地方自治体における「クリエ
ィティブシティ」の形成のために必要不可欠
な6つの要素として、外部人材の誘致・多様
な主体の参画と拠点の存在・自治体のコミッ
トメント・地域固有の資源の産業化・リーダ
ーが育つ環境の整備・未来志向のムード、が
挙げられると整理している。

2 都市におけるイノベーション
 エコシステムの機能要件

以上のような各種既往研究のレビュー調査
結果に加え、著者らのこれまでの国内でのイ
ノベーション活動支援の経験値などを踏ま
え、わが国の都市におけるイノベーションエ
コシステムの成長と持続性に不可欠な機能要
件（資本）仮説を、図 3 のように整理した。

（1）	 人的資本

イノベーション活動を行う主体的なプレイ

図3　都市におけるイノベーションエコシステムの6つの機能要件（資本）
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テムの基盤となるものである。この文化資本
の存在があってはじめて、継続的かつ不可逆
的なエコシステムが形成されていると判断で
きる。具体的には、地域市民の価値観（例：
協力的、チャレンジを愛でる、域外者にもオ
ープンな雰囲気）、試行と失敗を許容するコ
ミュニティの存在、ヒーロー（手本や憧れの
対象となる成功者）の存在などが挙げられる。

前節でも述べた通り、デジタル活用のため
には、市民の情報提供に対する信用が極めて
重要となる。その点で、地方都市（市区町
村）は、大都市やより上位の行政体（都道府
県や国）と比較してもデジタル活用による価
値創造に必要な文化資本の一部が整いやすい
傾向があるといえるだろう。

以上の 6 つの資本ができる限りそろうこと
が、都市・地域におけるイノベーションエコ
システム形成の基本要件である。また、いず
れの資本もどこまでそろえば十分であるとい
う基準はなく、それぞれが有機的にかかわり
合いながら徐々に拡大していくことを目指す
べきものである。

3 価値創造拠点としての「地方型
 イノベーション拠点都市」の選定

企業が価値創造活動を実践する地方都市を
選定するにあたって、前述の整理したイノベ
ーションエコシステムの機能要件である 6 つ
の資本の状態を把握することが、企業のイノ
ベーション事業を中長期的に拡大していく素
地があるかどうかを確認するためには不可欠
である。

具体的には対象都市において、人材基盤の
状況、大学・研究機関や専門学校の特徴や専

（3）	 インフラ資本

イノベーション活動に取り組もうとする起
業家やスタートアップ企業らが、経済資本に
対してアクセスしやすくするための環境面の
資本である。コワーキングスペース、通信環
境、交通機関、公園やイベント会場、カフェ
やレストラン、劇場など、「交流促進のイン
フラ」ともいえるだろう。

（4）	 促進環境資本

イノベーション促進・支援や知財保護の政
策、政府機関・自治体のイノベーション意欲
など、行政が関係して生み出される直接的・
間接的なイノベーション支援環境を指す。

（5）	 ネットワーク資本

イノベーション活動に取り組もうとする主
体のアイデア同士の意図せぬ遭遇から新しい
発想が生まれたり、事業化に向けた協力者が
見つかったりする場やプログラム、あるいは
それらを運営する主体を指す。大都市にスタ
ートアップ企業の拠点が集積するのは、この
ネットワーク資本の圧倒的な充実度が理由と
して指摘されていれる。具体例としては、メ
ンター（指導者・助言者）、インキュベータ
ー（起業支援家）、アクセラレーター（事業
加速支援家）、コラボスペースやシェアオフ
ィス、ブートキャンプ（起業家育成支援）、
スキルトレーニングなど、多様な主体や取り
組みが該当する。

（6）	 文化資本

イノベーション活動が継続して起こる地域
においてその波及効果として徐々に形成され
ていく資本であり、イノベーションエコシス
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らに、デジタル活用による課題解決には不可
欠な要素である市民（＝人的資本）の巻き込
みも、特筆すべき状態にある。IABが12年か
ら実施する「鶴岡みらい健康調査」で、 1 万
人の鶴岡市民が25年間の長期にわたる健康デ
ータの追跡調査に協力しているのである。

いまだベンチャーキャピタルやアクセラレ
ーターら（＝ネットワーク資本）の存在は不
足しているが、それを補う活動を行政と大
学、現地企業らが協力して実施することで補
っていると考えられる。成功事例として全国
から注目を集めていることも理由にあろう
が、著者が現地の自治体の方と対話する際に
も、新しい価値を生み出していこうとする熱
意（＝文化資本）を感じるところである。

このように、企業は自らのフィールド候補
とした現地の状況をしっかりと把握し、定量
的な面だけでなく質的な評価を踏まえた上
で、イノベーションエコシステム形成の潜在
性を有する地方都市を選定すべきである。

Ⅳ	地方型イノベーション拠点都市
	 におけるデジタル活用による
	 価値創造事業の進め方

最後に、企業がこのイノベーション淘汰の
時代を生き抜くため、いかに地方型イノベー
ション拠点都市においてデジタルを活用した
価値創造事業を計画し、初動を起こすべき
か、その方法論について提言したい。

企業に求められる行動ステップとして、①
意思表明（覚悟）と体制構築（巻き込み）、
②都市をイノベーション経営するという視点
を持つ、③拠点都市が目指す社会像と自社の
価値創造戦略との接点を探る、④ゴール・

門分野、既存企業の強みや注力分野、民間分
野における先行事例、スタートアップ企業の
集積状況、ベンチャーキャピタルやアクセラ
レーターの数や関連イベントの頻度、自治体
の総合計画や産業政策や支援施策の状況、さ
らには市民巻き込み型の取り組みの有無や、
新しいことを試行することへの許容度など、
定量・定性の両面から各資本に関する現状評
価が必要である。

評価の際は、単に外形から判断するのでは
なく、各 6 つの資本のそれぞれにかかわるプ
レイヤーのキーパーソンとなりそうな人材も
特定あるいは発掘することが、後々の実行段
階において重要となる。

ただし、本論で想定している人口10万人規
模の地方都市では、当然ながら 6 つの資本の
すべてが十分であるとは限らず、一部の資本
が欠落または数が少ない状態であることも
多々あるであろう。しかしその中でも、大都
市にも負けない秀でた水準の資本を一部でも
備えた都市であれば、その突出した資本を中
心に据えて活動を推進し、ほかの不足する資
本については域外から補完したり、域内で
徐々に形成したりすることとすればよい。

たとえば山形県鶴岡市は人口が約13万人の
地方都市であるが、県と市が設置したサイエ
ンスパークに、2001年に慶應義塾大学先端生
命科学研究所（以下、IAB）が誘致されたこ
とで、最先端のバイオテクノロジーを用いた
研究開発拠点（＝人的資本かつ経済資本）が
できた。これを契機に、同市に高度専門人材
の集積（＝人的資本）が始まり、18年までに
バイオベンチャー企業が 6 社設立されてい
る。またその過程では、県や市が継続的な支
援施策（＝促進環境資本）を行っている。さ
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映しながら丁寧な巻き込みを進めることが必
要である。

体制構築の際に実務面で特に注意すべき点
は、各組織において、新しい価値創造の取り
組みを興味と熱意を持って前向きに担当でき
る人材を特定して巻き込むことである。

たとえば、行政、地元の大学、地元の企業
と共同で事業に取り組むこととなったとす
る。しかし、イノベーティブな事業であれば
あるほど、既存の事業と異なる進め方（例：
開始時点で成果が得られる確度は判断できな
い、スピーディで頻繁な試行を実施する、失
敗を許容して素早いフィードバックをかけ
る）が必要になるため、それを許容してもら
うよう各組織の内部で上司を説得したり、既
存の事業部と内部調整をしたりしなければな
らない。自ら熱い意思を持って取り組むとい
う強い思いがなければ、組織の説得や理解獲
得がかなわず、事業全体も頓挫してしまうこ
とになるであろう。そのため、この体制巻き
込みステップにおける人材の特定は大変重要
なポイントであるといえる。

2 都市をイノベーション経営する
 という視点を持つ

次に、自社がイノベーションの取り組みを
実践するためにも、協同するほかの主体とと
もに「都市をイノベーション経営する」とい
う視点を持つことが重要である。

イノベーション経営の手法論については、
前述の通り2019年に「イノベーション・マネジ
メントシステムのガイダンス規格（ISO56002）」
として世界標準が整理されたところである
が、ここでは特に重要と考えられる具体例を
挙げる。まず、「大きな成果が確度高く得ら

KPI・事業テーマの一貫性の整理と可視化、
の 4 ステップを取り上げたい。

1 地域にコミットメントする
 意思表明（覚悟）と体制構築
 （巻き込み）

企業が「地方型イノベーション拠点都市」
で価値創造の事業に取り組もうとする場合、
まずはその都市において中長期的な視点で事
業活動を行う意思表明をすることが出発点で
ある。別の言い方をすれば、企業として事業
を通じて都市の課題解決にもコミットメント
する覚悟を示すということでもある。企業の
覚悟を示す具体的な手段として、CEOが自
ら現地を視察し、自治体や現地企業などの関
係者と対話して自社の役割を見いだした上
で、相互協力の協定や基本合意書（MOU）
を締結することが想定される。トップがコミ
ットメントすることは、企業の事業担当者が
社内外で動きやすい環境ができることにもつ
ながるため、実務面への貢献も大きいといえ
る。もし、このような表明（覚悟）がなけれ
ば、現地の主体から信頼を獲得できず、デジ
タル活用に必要なデータ共有がなされなかっ
たり、形ばかりのProof of Concept（PoC）
を実施するだけで事業が立ち消えていったり
することだろう。

次に、企業は対象とする地方都市の各資本
の関係者を可能な限り巻き込み、互いに協力
できる体制を構築することである。特に、序
盤でキープレイヤーとなると想定される、自
治体（行政）、現地企業（産業）、研究機関

（大学・高専など）については、それぞれに
期待される役割、事業に参画することの意味

（インセンティブ）を整理し、事業計画に反
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較して簡易な試行と細かな改善を行いながら
進めることができるのが特徴である。そのた
め、緻密な事業計画の作成と関係者間の調整
に数カ月の時間を費やすのではなく、まず実
行可能な価値検証や試験的事業からやってみ
る、という姿勢で取り組むことが重要であろ
う。そのために、事業の参加者である企業、
医療機関、一般市民のようなサービス利用者
らに対して事業が試行的な意味を含むこと
や、積極的なフィードバックを行うという形
での協力を承知してもらう。このような地域
の主体を巻き込むことについては、地方都市
における市民の自治体に対する信用の高さが
アドバンテージとなる部分であることから、
行政が積極的に協調して取り組むべき活動で
あろう。

このような「都市をイノベーション経営す
る」視点が確保されたフィールドは、結果と
して企業が価値創造をしやすい拠点であると
いえる。価値創造活動がしやすい拠点には、
さらに企業や支援機関などが集積し、徐々に
イノベーションエコシステムが高度化・拡大
していくことも期待できる。ひいては、中長
期で自社の価値創造事業の成功確率を上げる
ことにも寄与する結果となるだろう。

3 拠点都市が目指す社会像と
 自社の価値創造戦略との
 接点領域を探る

企業が地方都市での価値創造の事業に取り
組もうとした際に最も陥りがちな失敗は、企
業が試したい技術・コンセプトを持ち込んで
半ばこじつけで「現地の課題解決につなが
る」ことを説明して実証を行い、現地の行政
は事業の中身が理解できず置き去りにされ、

れる単発の事業」をつくるのではなく、その
都市において「大きな事業になる可能性を秘
めた（ただし成功確率は不確かな）事業構想
が常に複数動いている状態」を目指すことで
ある。そもそも、これまでにない大きな価値
創造につながる事業とは、開始した時点で成
功確率が低そうだったり見通しが立たなかっ
たりするものである（成功の見通しが立つ価
値創造事業であれば、既に他社が取り組んで
いる可能性が極めて高い上、そうでなければ
自社の通常のR&Dとして取り組めばよい）。
そのため、複数の「価値創造の種」をまいて
おき、その中から芽が出た案件を徐々に育て
ていく姿勢が不可欠である。

次に、個々の「価値創造の種」案件を必ず
最初から最後まで実施するのではなく、「ス
テージゲート制」で管理することである。す
なわち、 1 つの事業の進捗を複数のステージ
に分割し、各ステージに応じた基準を用いて
評価する「ゲート」を設定し、基準を満たし
ていないと評価された事業を中断させる（ま
たは 1 つ前のステージに戻す）という仕組み
で管理するのである。これにより、徐々に注
力すべき事業を絞り込みながら、限られたリ
ソースを戦略的に配分することができる。

さらに、このような全体管理の仕組みに加
え、個別事業の進め方にもイノベーション経
営の要素が必要である。すなわち、新しい価
値を創造しようとする活動は、「スピーディ
な試行を繰り返して課題を抽出してフィード
バックをかけ、事業モデルに改善を加えなが
ら規模を拡大してまた試行する」といった

「らせんプロセス」によって実行されること
を理解して実施することである。特にデジタ
ルを活用する事業では、ものづくり事業と比
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そのためには、自治体と協力して、前述の
価値創造を目指す領域（ゴール）に基づく具
体 的 な 評 価 指 標（KPI：Key Performance 
Index）を設定する必要がある。また、新し
い事業テーマを計画する際には多様な選択肢
が検討され得るが、どのKPIの改善に結びつ
くかを確認し、関係者に可視化するプロセス
の構築が求められる。

しかし、企業の実務担当者が実際にそのよ
うな一貫性を整理するためには、トップとの
情報連携、社内のほかの新規事業・R&Dテ
ーマとの調整、既存事業部への協力要請、自
治体における各関係課との調整、現地関係者
の巻き込みのための訪問、それらを踏まえた
全体計画の策定など、極めて負荷の高い広範
な業務を担う必要がある。そのため、専門性
と経験のあるコーディネーターを外部から獲
得することも、スムーズな事業実施のために
は不可欠といえる。

Ⅴ	今、企業に求められる
	 コミットメントと行動力

ここまで、企業がイノベーション淘汰の時
代を生き抜くために必要となる「デジタル活
用による価値創造事業」を、地方型イノベー
ション拠点都市で推進していくことの利点や
その具体的なプロセス、留意点などについて
説明してきた。しかし、頭で理解すること、
計画を作ること、絵を描くことは、それなり
の労力をかければどの企業でもある程度でき
る。今、企業がデジタル時代の価値創造競争
を勝ち抜くために必要なのは、自社が見定め
た「地方型イノベーション拠点都市」への中
長期的でのコミットメントを表明し、具体的

市民の生活の豊かさ向上にも都市の生産性向
上にもつながらない、という「プロダクトア
ウト思考」の取り組みになってしまうことで
ある。

自社の価値創造と現地の課題解決が結びつ
く形で事業を進めるためには、自社の価値創
造戦略（実現したい価値の領域や、価値創造
への資源配分方針、部門間や社内外の連携の
考え方などを示したもの）注11を定義した上
で、それと地方都市が上位計画（総合計画な
ど）で掲げて実現を目指している社会像、あ
るいは社会課題解決の方針とが重なる領域を
見いだすことが必要である。このプロセス
は、企業と地方都市の自治体とが十分なすり
合わせを行い、両者が納得のいく形で領域の
設定ができる状態に至る必要がある。

このような領域が定義・可視化されること
は、事業で連携する関係者に対して活動の羅
針盤を与えることにもつながる。これによ
り、より良い事業アイデアの発想や、より価
値の出しやすい代替案の検討・提案などがし
やすくなるため、事業成功の可能性を高める
効果も期待できる。

4 ゴール・KPI・事業テーマの
 一貫性の整理と可視化

全国各地で実践されているデジタルを活用
した新しい事業創造の取り組みに対して指摘
される問題として、「結局この事業を誰のた
めにやっているのか分からない」といった目
的への疑問や、「この事業は何が達成された
ら成功なのか」という基準の不明瞭さが挙げ
られる。資本に余裕のない地方都市において
は、このような非効率は極力避けることが不
可欠である。
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な事業を素早く開始し、成功と失敗の経験値
を率先して蓄積することで、価値創造のらせ
んプロセスを駆け上がっていく気概と行動力
である。

企業トップは、この地方型イノベーション
拠点都市における中長期の事業活動継続をコ
ミットメントした後も、引き続き活動全体の
守護神となって実行部隊が社内外で動きやす
い環境・資源を整えることが不可欠である。
これらの事業活動の成功は、ひいては地方都
市における社会課題解決にも直結し、現地の
イノベーションエコシステムの強化にもつな
がっていくことが期待される。そのときには
じめて、その地方都市において自社の存在意
義が認められることになるであろう。
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